
仕 様 書（①宮城県） 
 
 
１ 件  名  令和８年度ガソリン等購入の単価契約（宮城県） 
 
２ 契約期間  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
 
３ 契約条件 
（１）契約業者の給油所（代行給油所を含む。）が別紙１の「発注官署」から半径５キロ

メートル以内であること。 
（２）契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。 
（３）ガソリン及び軽油（代行給油分を含む）の代金は、１箇月分を取りまとめ、翌月20

日を目途に請求すること。 
ただし、令和９年３月分については、令和９年４月10日までに請求すること。 

（４）請求に当たっては、別紙１の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種
別の給油数量一覧表を添付すること。 

（５）給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。 
（６）（５）の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない

給油カードを複数枚発行すること。 
（７）（５）及び（６）の作成に要する経費負担が発生しないこと。 
（８）高速道路給油は対象としない。 
（９）その他詳細については、当局の指示に従うこと。 
（10）庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。 
 
４ 契約単価 
  本契約は、ガソリン及び軽油について１リットル当たりの単価契約とする。 
（１）契約時の単価 
   別紙２「明細書」の③、⑥の調整後単価に、ガソリンは消費税及び地方消費税を加

えた価格を、軽油は消費税及び地方消費税と軽油引取税を加えた価格を契約時の単価
とする。 

（２）給油時の単価 
   資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格（都道府県別）」の「給

油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第
三回の調査日の宮城県欄の価格（以下「公表価格」という。）の平均値から別紙２「明
細書」の②及び⑤の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。 
例：４月公表価格の平均値＋調整額＝５月給油時単価 

ア 別紙２「明細書」の②及び⑤の「調整額」については、本契約期間中に変動しな
い。 

イ 別紙２「明細書」の①、④の「石油製品小売市況調査価格（都道府県別）」につ
いては、公表価格からそれぞれ消費税及び地方消費税を差引き（小数点第二位以下
の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。）、平均値を求める（小数点
第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出する
ものとする。 

ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を、またイで求めた④にアの⑤をそれぞれ加え
た額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。 

 
５ 発注官署（所在地） 
    ※契約時に各官署名（所在地）を記載 
 
６ 環境負荷低減に向けた取組 
（１）環境関係法令の遵守  



受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 
なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。 

ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 
イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
（平成 19 年法律第 56 号） 

 
（２）環境関係法令の遵守以外の事項  

受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以
下の取組に努めるものとする。 
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状
況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調
のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用
等）の実施に努めること。 

イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の
観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。 

ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討するこ
と。 

エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策
定や研修の実施に努めること。 

  
 
（注意）下線部は東北農政局及び東北農政局土地改良技術事務所のみ該当し、それ以外

の官署は下線部を削除する。 



別紙１

： ①令和８年度ガソリン等購入の単価契約（宮城県）

官署名 所在地

25,000

30

② 1,700
東北農政局北上土地改良調査管理事務所
宮城支所

宮城県大崎市古川中里6-7-10
（古川合同庁舎3階）

③ 400
東北農政局北上土地改良調査管理事務所
旧迫川支所

宮城県遠田郡涌谷町字柳町26-1
（浅貞中央ビル2階）

④ 400
分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所
角田支所

宮城県角田市角田字中島下458
（あぶくま川水系角田地区土地改
良区２階）

3,100

2,200

⑥ 1,900
分任支出負担行為担当官
東北農政局河南二期農業水利事業所長

東北農政局河南二期農業水利事業所
宮城県石巻市泉町4-1-18
（石巻合同庁舎３階）

⑦ 1,100
分任支出負担行為担当官
仙台漁業調整事務所長

仙台漁業調整事務所
仙台市宮城野区五輪1-3-15
(仙台第３合同庁舎８階）

33,600

2,230

※１　予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。

※２　調達品目　　レギュラーガソリン規格　　JIS　K2202　2号

　　　　　　　　　軽油規格　JIS　K2204

合計

レギュラーガソリン

軽油

軽油

レギュラーガソリン

仙台市宮城野区幸町3-14-1

調 達 件 名

予定数量
（リットル）

契約担当官等

分任支出負担行為担当官
東北農政局土地改良技術事務所長

⑤

調達内容

①

軽油

支出負担行為担当官　東北農政局長

官署

レギュラーガソリン

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理事務所長

東北農政局土地改良技術事務所

レギュラーガソリン

レギュラーガソリン

東北農政局

レギュラーガソリン

発注者

仙台市青葉区本町3-3-1
（仙台合同庁舎Ａ棟）

レギュラーガソリン

レギュラーガソリン



調達件名①　（宮城県）

石油製品小売市況調査価格（都道府県別）

（消費税及び地方消費税除く)

① ② ③＝①±②

石油製品小売市況調査価格（都道府県別）

（消費税及び地方消費税除く)

④ ⑤ ⑥＝④±⑤

９９．４円　 円　 円　軽油

別紙２

明　　　　　細　　　　　書

品名
調整額

（加算減算額）
調整後単価

１４２．５円　 円　 円　レギュラーガソリン

　※　①の価格＝（令和７年１２月第一週の宮城県価格×１００／１１０ （小数点第二位四捨五入）

品名
調整額

（加算減算額）
調整後単価

　 　　　　　　　　＋令和７年１２月第二週の宮城県価格×１００／１１０ （小数点第二位四捨五入）

　　　　　　　　　 ＋令和７年１２月第三週の宮城県価格×１００／１１０ （小数点第二位四捨五入））

　　　　　　　　　 ／３ （小数点第二位切上げ）

　※　①～③及び④～⑥の各欄は、小数点第一位まで記載（小数点第二位端数切上げ）すること。

　※　④の価格＝（（令和７年１２月第一週の宮城県価格－軽油引取税３２．１円）×１００／１１０（小数点第二位四捨五入）

 　　　　　　　　　＋（令和７年１２月第二週の宮城県価格－軽油引取税３２．１円）×１００／１１０（小数点第二位四捨五入）

 　　　　　　　　　＋（令和７年１２月第三週の宮城県価格－軽油引取税３２．１円）×１００／１１０（小数点第二位四捨五入））

　　　　　　　　　 ／３　（小数点第二位切上げ）


